
第65号議案 

 

 

平成29年度 豊後大野市一般会計補正予算（第1号） 

 

 

平成29年度豊後大野市一般会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,471,956千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ23,751,956千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

平成２９年６月１２日提出 

豊後大野市長  川 野 文 敏 
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309,910 9,246 319,156 

12 分担金及び負担金
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22,280,000 1,471,956 23,751,956 

263,238 2,711,085 

1,649,741 

341 51,155 

354,309 242,648 596,957 

2,447,847 

2 国 庫 補 助 金

2,692,869 242,648 2,935,517 

分 担 金 66,130 15,342 81,472 

負 担 金

10 地 方 交 付 税

2

1

9,502,956 559,027 10,061,983 

376,040 24,588 400,628 

9,502,956 559,027 10,061,983 

1 地 方 交 付 税

第 １ 表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入

款 項 補正前の額 補　正　額 計

（単位：千円）

14 国 庫 支 出 金

15 県 支 出 金

2 県 補 助 金 1,386,503 263,238 

16 財 産 収 入 50,967 341 51,308 

1 財 産 運 用 収 入 50,814 

18 繰 入 金 949,015 201,834 1,150,849 

2 基 金 繰 入 金 876,803 201,834 1,078,637 

20 諸 収 入 156,745 7,880 164,625 

5 雑 入 117,364 7,880 125,244 

21 市 債 1,161,100 172,400 1,333,500 

1 市 債 1,161,100 172,400 1,333,500 

歳 入 合 計



362,837 5
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小 学 校 費

社 会 教 育 費 283,711 79,126 

△4,424 

209,784 1,520 

106,512 

中 学 校 費 127,929 1,613 129,542 

幼 稚 園 費 110,936 

211,304 

教 育 総 務 費 284,750 △202 284,548 

10 教 育 費

4

3

2

1

1

5

949,512 

1,592,663 102,000 1,694,663 

消 防 費

128,624 180,411 

870,026 79,486 

870,026 79,486 949,512 

40,472 4

住 宅 費 309,035 

850,151 

3

2

河 川 費 35,781 99,381 63,600 

道 路 橋 梁 費

8

678,301 171,850 

都 市 計 画 費 35,592 4,880 

11,710 △380 11,330 1 土 木 管 理 費

890,008 420,361 1,310,369 

商 工 費 334,690 46,726 381,416 1

334,690 46,726 381,416 

林 業 費 174,742 17,060 191,802 4

農 地 費 468,996 57,750 

2

1

526,746 3

畜 産 業 費 650 77,875 

222,203 1,889,045 

農 業 費 945,229 146,743 1,091,972 

78,525 

清 掃 費 1,032,871 71,912 2

1,666,842 

1,104,783 

保 健 衛 生 費 882,772 12,195 894,967 1

1,915,643 84,107 1,999,750 

生 活 保 護 費 1,110,293 690 1,110,983 4

児 童 福 祉 費 2,502,679 15,705 2,518,384 3

老 人 福 祉 費 2,232,523 29,925 2,262,448 

社 会 福 祉 費 2,299,959 △14,810 2,285,149 

2

1

8,146,454 31,510 8,177,964 

監 査 委 員 費 30,197 410 30,607 6

選 挙 費 45,460 4 △440 45,020 

戸籍住民基本台帳費 126,884 △4,030 122,854 3

徴 税 費 295,561 △3,030 

1 総 務 管 理 費

292,531 

2,620,491 436,933 3,057,424 

2

3,550,466 

歳 出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費

（単位：千円）

3,120,623 429,843 

3 民 生 費

4 衛 生 費

6 農 林 水 産 業 費

7 商 工 費

土 木 費

9 消 防 費
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22,280,000 1,471,956 23,751,956 

166,953 

419,531 55,720 475,251 

歳 出 合 計

保 健 体 育 費

公共施設災害復旧費 111,233 55,720 

6

2

款 項 補正前の額 補　正　額 計

575,553 24,367 599,920 

（単位：千円）

11 災 害 復 旧 費
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市 道 補 修 事 業 25,500

償還の
方　法

限度額
起債の
方　法

5,600
（ただし、利率
見直し方式によ
り借入れる政府
資金、地方公共
団体金融機構資
金及び民間資金
について、利率
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

87,400

証書
借入

5.0％以内
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

利率
償還の
方　法

市有建物解体事
業

133,000
　政府資金・地
方公共団体金融
機構資金につい
ては、その融資
条件により、銀
行その他の場合
には、その債権
者と協定するも
のによる。
　ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮
し、又は繰上償
還もしくは低利
に借換えするこ
とができる。

188,000

公営住宅建設事
業

( 変　更 ） （単位：千円）

補 正 前 補 正 後

起 債 の 目 的

限度額
起債の
方　法

利率

携帯電話等エリア整備事業 10,100 証書借入 5.0％以内 政府資金・地方公共団
体金融機構資金につい
ては、その融資条件に
より、銀行その他の場
合には、その債権者と
協定するものによる。
　ただし、市財政の都
合により据置期間及び
償還期限を短縮し、又
は繰上償還もしくは低
利に借換えすることが
できる。

（ただし、利
率見直し方式
により借入れ
る政府資金、
地方公共団体
金融機構資金
及び民間資金
について、利
率見直しを
行った後にお
いては、当該
見直し後の利
率）

  第　２　表       地　　方　　債　　補　　正

( 追　加 ） （単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償　還　の　方　法




